
泉
北
教
組
は
、
来
年
度
予
算

に
つ
い
て
、
和
泉
市
、
高
石
市

の
教
育
委
員
会
事
務
局
と
交
渉

を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

和
泉
市
教
委
は
、
小
中
一
貫
教

育
や
、
給
食
の
民
間
委
託
に
つ

い
て
「
検
証
」
す
る
、
教
科
書

を
選
定
す
る
教
育
委
員
会
会
議

の
傍
聴
者
数
に
つ
い
て
は
、

「
増
や
す
方
向
で
検
討
す
る
」。

高
石
市
教
委
は
、
洋
式
ト
イ
レ

設
置
に
つ
い
て
は
「
で
き
る
だ

け
早
い
段
階
で
計
画
案
を
出
し

た
い
」
、
評
価
育
成
シ
ス
テ
ム

の
「
『
賃
金
リ
ン
ク
』
は
課
題

と
考
え
て
い
る
」
な
ど
、
前
進

的
な
回
答
を
得
ま
し
た
。
な
お
、

文
書
回
答
全
文
は
各
分
会
に
一

部
ず
つ
送
付
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
交
渉
の
中
で
、
「『
大

阪
府
チ
ャ
レ
ン
ジ
テ
ス
ト
』
に

つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
」
と
い

う
泉
北
教
組
の
問
い
に
対
し
て

の
和
泉
市
、
高
石
市
の
回
答
は

左
記
の
よ
う
に
大
き
く
異
な
る

も
の
で
し
た
。
高
石
市
教
委
は
、

「
（
問
題
と
思
わ
れ
る
）
点
を
府

教
委
に
指
摘
し
た
」
「
入
試
制

度
を
毎
年
変
え
る
こ
と
は
『
問

題
で
あ
る
』
と
考
え
る
」
な
ど
、

市
教
委
の
考

え
を
表
明
し

て
い
る
の
に

対
し
、
和
泉

市

教

委

は

、

府
教
委
の
考

え
を
説
明
す

る

の

み

で

、

市
教
委
と
し

て
の
考
え
は

全
く
示
し
ま

せ
ん
で
し
た
。

（
裏
面
に
続
く
）

改
定
さ
れ
た
「
地
教
行
法
」

で
も
、
府
教
委
が
地
教
委
に
で

き
る
こ
と
は
「
指
導
・
助
言
・

援
助
」
で
あ
り
、
各
地
教
委
が

市
町
村
の
教
育
に
責
任
を
負
う

制
度
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
大
阪
府
チ
ャ
レ
ン
ジ
テ
ス
ト
」

に
つ
い
て
も
府
教
委
は
、
大
教

組
に
対
し
法
的
な
根
拠
が
無
い

こ
と
を
認
め
て
お
り
、
地
教
委

に
参
加
を
強
制
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
橋
下
府
政
時
代
に

府
教
委
が
行
っ
た
「
大
阪
府
学

力
調
査
」
に
、
学
校
序
列
化
に

つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
と
し

て
、
和
泉
市
教
委
や
高
石
市
教

委
は
参
加
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

和
泉
市
教
委
の
回
答
に
あ
る

よ
う
に
、
不
当
に
も
府
教
委
は

「
大
阪
府
チ
ャ
レ
ン
ジ
テ
ス
ト
」

を
高
校
入
試
に
使
用
し
ま
す
。

私
た
ち
は
各
地
教
委
に
「
不
参

加
」
を
要
請
し
ま
す
が
、
仮
に

参
加
す
る
場
合
で
も
各
地
教
委

が
府
教
委
に
対
し
て
問
題
点
を

指
摘
す
る
の
は
地
教
委
の
役
割

だ
と
考
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
和

泉
市
教
委
事
務
局
は
、
泉
北
教

組
と
の
交
渉
の
場
で
府
教
委
の

説
明
を
繰
り
返
す
ば
か
り
で
し

た
。
そ
の
態
度
は
、
他
の
地
教

委
と
比
べ
て
極
め
て
異
様
で
す
。

地
教
委
は
府
教
委
の
下
請
機
関

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
教
委
事

務
局
が
教
育
委
員
会
制
度
の
趣

旨
に
そ
っ
た
役
割
を
果
た
し
て

ほ
し
い
も
の
で
す
。
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謹賀新年
本年もよろしく

お願い致します

「戦争法」発動反対。子どもたちや自衛隊員を戦場に送るな。

大阪府チャレンジテストについて

【泉北教組の要求】

◇中学校教育に大きな歪みをもたらしている「大阪府チャ

レンジテスト」の中止を府教委に強く求めること。

【交渉での各地教委の回答】

高石市教委

◆「チャレンジテスト」について、以下の点を府教委に

指摘した。

・試験範囲が決められており、学校での授業があわた

だしいものになっている。

・学校での評価と「チャレンジテスト」結果の評価が

違うと、学校での評価が修正される。絶対評価とい

いながら問題である。

・５教科のテスト結果で全体の評価を拘束する方法は、

課題があると認識する。

◆高校入試制度を毎年毎年変えることは「問題である」

と考える。

和泉市教委

◆大阪府公立高校選抜制度変更により、「大阪府チャレ

ンジテスト」の結果をもとに、選抜に使われる調査書

の評定（内申点）の範囲が規定されるものである。

☆教科別分科会
1月17日（日）9時30分～
高槻市立桃園小学校

☆問題別分科会
1月24日（日）9時30分～
茨木市立東中学校

泉北からのレポート

・泉北での中学校教科書採択のたたかい

岡澤文彦

・和泉市自校直営学校給食を守るたたかい

堀﨑光人

・和泉市の小中一貫教育と学校統廃合

片上寿子

（いずれも問題別分科会）


